
○登録してある印鑑を紛失・変更する場合

①　印鑑登録廃止申請書 　①　代理人選任届

②　登録してある印鑑 　　（本人による署名・押印）

（変更の場合） 　②　印鑑登録廃止申請書

③　印鑑登録証 　③　登録してある印鑑（変更の場合）

　④　印鑑登録証

※手順については、「代理人申請の流れ」
　をご参照ください

すでに登録されている印鑑を廃止し、新たな印鑑を登録する必要があります（手数料：300円）
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